
公益通報（別紙「公益通報届」参照） 公益通報者へ通報受付の通知
公益通報の相談 公益通報者へ調査実施の有無の通知

公益通報者へ調査結果の通知
公益通報者へ講じた是正措置の通知

公益通報の報告 (

( 既設の委員会における調査の申し出） 是正処置の通知
調査結果の報告
是正措置等の意見提出
是正措置の結果を報告

公益通報、公益通報の相談 調査結果の報告
公益通報の報告（窓口から処理責任者へ） 処理責任者から学長及び監事へ調査結果の報告
公益通報の報告（処理責任者から学長及び監事へ） 公益通報者へ調査結果の通知
公益通報者へ通報受付の通知 処理責任者から学長へ是正措置、再発防止策の意見提出
既設の委員会における調査の申し出（処理責任者が必要と認めた場合） 是正措置の指示と処理責任者へ是正処置の通知
上記申し出に対する学長の指示 処理責任者へ是正措置の結果を報告
内部統制室、各部局、既設委員会等への調査の指示 処理責任者から学長、監事及び内部統制室へ是正措置の結果を報告
公益通報者へ調査の有無の通知 公益通報者へ講じた是正措置の通知
部局等に対する関係資料の提出、
　事実の証明等調査の実施上必要な行為を求める
上記で求められた資料等の提出

※

 の業務に従事する者

国立大学法人神戸大学公益通報体制図

平成２９年４月１日現在  

公益通報者（職員等　※規則第２条・第１５条）

役　員 職　員 退職者
派遣労働者  請負契約に基づき大学 在学生（派遣契約）

①
調
査
の
有
無

④

（受付２０日以内　第１０条）

匿名による通報は、当該通報を信ずるに足る相
当の理由、証拠等がある場合に限り受付ます。

⑩

⑧
※ 公益通報者が、不正の目的でなく、労務提供先

（神戸大学）等について「通報対象（公益通報
者保護法別表第八号に定める）事実」が生じ又
は生じようとする旨を「通報先」に通報するこ
と。
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監事

通報処理責任者
（※規則第３条） 部局等

⑦ 調査の指示

③ 公益通報の報告

⑫

⑯ 是正措置の結果報告

調査結果の報告

【既設の委員会】

⑰ 是正措置の結果報告

事務局長 ⑪ 調査結果の報告

⑰

学　　長
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※この公益通報体制図は、国立大学法人神戸大学における公益通報者の保護等に関する規則に定めるものである。
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